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〔学校被災〕（風水害）

（１）職員等在勤時に風水害が予想される場合

風水害発生 周囲の状況並びに気象情報等により、風水害発生の恐れが予想される場合。

情報の収集 テレビ・ラジオ等から気象に関する情報を収集する。 校長（副校長）

生徒の通学路の安全性について、各地域の対策本部と 副 校 長

連絡をとり、その情報を収集する。

臨時職員会議 得ている情報を確認し、今後の対応として生徒の下校 全 職 員

の時期及びその方法・生徒の指導事項について検討す

る。

生 徒 下 校 職員会議で決定した事項を十分確認・指導した上で生徒 学 級 担 任

を下校させる。

２．職員等不在時の風水害被災

※校長・副校長間協議・並びに教育委員会との連絡等により、生徒・職員の措置について次の項

目を検討する。

生徒の措置 （各学級連絡網）

臨 時 休 校 ○○のため、本日は臨時休校とします。

始 業 を 遅 ら ○○のため、今日は○○時登校とします。

せ て 登 校 学 級 担 任

自 宅 待 機 ○○のため、次の連絡があるまで自宅を離れず、家で待機して

ください。

職員の措置 （職員連絡網）

出 勤 ○○の状況ですが、通勤通路の安全を確認し、出勤するよう連

絡網で連絡してください。 副 校 長

指定時刻出勤 ○○のため、本日は、○○時までに出勤してください。

自 宅 待 機 ○○のため、次の連絡があるまで自宅待機をしてください。
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〔学校被災〕（弾道ミサイル） 在校時

Ｊアラート等による緊急情報発表があった場合

緊急情報発表 〇全校に避難指示を行う。 事 務 長

〇Ｊアラートやテレビ、ラジオ等から正確な情報収集を行う。

〇屋外にいる場合 速やかに教室等の屋内に避難させる。

緊 急 放 送 屋内に避難できない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏 副 校 長

せ頭部を守らせる。

〇屋内にいる場合 学校施設内のできるだけ窓のない空間に

避難する。窓がある場合は、できるだけ窓から離れる。

頭を守る姿勢をとって身の安全を確保するよう指示する

安 否 確 認 〇学級担任は、逃げ遅れの生徒がいないか人数を確認し、学 学級担任

情 報 収 集 年主任に報告する。学年主任は、本部（教頭）に報告する 学年主任

〇生徒の不安を軽減し、安全確保にあたる。

〇誘導係は、逃げ遅れの生徒がいないか校舎を見回る。 誘 導 係

〇テレビ、ラジオ、インターネット等から最新の情報収集を 副 校 長

行う。教育委員会等からの緊急連絡をいつでも受けられる

ようにする。

着 弾 〇屋外にいる場合 口と鼻をハンカチで覆いながら、現場か

ら直ちに離れ密閉性の高い屋内または風上に避難する。 全職員

〇屋内にいる場合 換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして

室内を密閉する。

〇生徒を落ち着かせ不安を払拭する。被害の状況を確認し、 学級担任

負傷者がいる場合は直ちに応急処置を行う。

〇生徒の安全確認後、速やかに保護者と連絡を取る。可能で 学年主任

あれば生徒を保護者に引き渡す。。

着 弾 な し 〇安全を確認し、避難態勢を解く。 副 校 長

〇生徒の怪我や精神状態を確認する。 学級担任

〇生徒に不審なものを見つけたら警察や消防に連絡するよう 全 職 員

指示する。

関係諸機関報告 被害の状況・生徒の安全確保に対する措置と現在の状況等に 校 長

ついて校長が連絡・報告を行う。
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６．不審者侵入

１、不審者侵入防止策

（１）６：４５～１９：３０は、学校の出入口を正門と通用門の２箇所とする。

（２）１９：３０～翌朝６：４５までは、原則として正門・通用門とも施錠する。

（３）来校者に対しては、事務室備え付けの来校者名簿に氏名・用件・来訪先等を記入させるとともに、事

務職員に観察させる。（玄関先に来校者の手続きを明示した看板を設置する。）

（４）全職員による校内巡視を定期的に実施する。

（５）職員には職員会議で、生徒には全校集会で「不審者侵入防止策」及び「不審者の侵入における安全

（危機）管理マニュアル」の周知徹底を図る。

（６）小林警察署に、学校周辺の定期・不定期のパトロールをお願いする。

２、不審者の侵入時における安全（危機）管理マニュアル

（１）

発 見 第一発見者が職員の場合は、「こんにちは、どちらさまでしょうか。どんな 第一発見者

不審者対応 ご用ですか。」などの声かけをする。第一発見者が生徒の場合は、急いで直

近の職員に知らせ、その職員が前記の対応をし、生徒は退避させる。

（２）

状 況 把 握 声かけで、異常を感じた時、様子がおかしい時は、近くの職員に連絡し、 第一発見者

対 応 連 絡 複数で状況把握に努める。その際、相手の立場や状況等を考慮して、常に 対 応 職 員

冷静さを失わず、丁寧な言葉遣いで退去をお願いする。また、職員の一人 管 理 職

は状況を管理職へ連絡する。連絡を受けた管理職の一人は、現場へ急行し

同様の対応を行う。

（３）

状 況 報 告 現場から、（２）の対応連絡が長引いたり、危険な状況になる恐れがあると 校長・副校長

警察への通報 の報告があった場合は、管理職は１１０番通報し警察の出動を求めるとと 事 務 長

緊 急 放 送 もに、緊急放送で全職員・全校生徒に適切な指示をする。 事 務 職 員

（４）

県教委への 県教育委員会への報告連絡は、校長が判断して行う。 校 長

報 告 連 絡

（５）

対 応 記 録 対応に当たった者及び教頭は、別紙の不法侵入対応メモに記入し保管する。 対 応 者

副 校 長
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（４）体育コース生徒寮の不審者侵入

１、不審者侵入防止策

（１）男子寮、女子寮それぞれの玄関に、出入りする者を確認するセンサーを設置している。

（２）寄宿舎指導員（早勤一人、遅勤一人）は、７：４５～１９：００の間、外柵、門扉、玄関センサーな

どの安全確認を行い、２０：００までに宿直者と確実に引継を行う。

（３）問題ある箇所については、直ちに事務長に連絡し、補修を済ませる。

（４）引継ぎを受けた宿直者は、別紙「宿直の仕事について」に従って業務を確実に遂行する。特に寮内外

の見回り、生徒の様子や異常の有無の確認、男女寮各玄関等の施錠については細心の注意を払い、さら

に２１：２５の施錠の際には、寮全体入り口の門扉を閉めること。

（５）職員・寮生に、「体育コース生徒寮の不審者侵入の防止策、及び不審者の侵入時における安全（危機）

管理マニュアル」の周知・徹底を図る。

（６）小林警察署に、生徒寮周辺の定期・不定期のパトロールをお願いする。

２、不審者の侵入時における安全（危機）管理マニュアル

（１）

発 見 ①７：４５～１９：００で寄宿舎指導員が第一発見者の場合 第一発見者

不審者対応 直ちに管理職へ連絡し、指示を受ける。管理職のうち一人は寮に急行し、 管 理 職

警察への通報 不審者対応に当たる。

緊 急 放 送 ②１９：００～７：４５で宿直者が第一発見者の場合

一人は、直ちに１１０番通報し警察の出動を求めるとともに、管理職に

その旨を連絡する。他の一人は、緊急放送で寮生に部屋から出ないこと

など、適切な指示を行い、宿直者二人で警察又は管理職の到着するまで、

寮内の安全確保に全力を尽くす。

③１９：００～７：４５で寮生が第一発見者の場合

同室の寮生とともに直ちに宿直者の一人に連絡し、宿直者の指示により

安全な場所に避難する。連絡を受けた宿直者は、前記の②に従った対応

をとる。

↓

（２）

状 況 把 握 （１）の①の場合、寮に急行した管理職は寄宿舎指導員とともに状況把握 第一発見者

対 応 連 絡 に努める。その際、相手の立場や状況等を考慮して、常に冷静かつ丁 対 応 職 員

警察への通報 寧な言葉遣いで退去をお願いする。状況によっては、他の職員の応援

を求める。状況が悪化した場合、管理職は警察への通報など適切な処 管 理 職

置をとる。

（１）の②、③の場合は、不審者への対応は警察に一任し、管理職・宿直

者は生徒の安全確保に全力を尽くす。

↓

（３）

県教委への 県教育委員会への報告連絡は、校長が判断して行う。 校 長

報 告 連 絡

↓

（４）

対 応 記 録 対応に当たった者及び副校長は、別紙の不法侵入対応メモに記録し保管す 対 応 者

る。

副 校 長
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７．休業中の生徒の非行・事故等に関する緊急連絡について

夏季休業、冬季休業、春季休業及び土曜休業日・日曜日・祝日等に、校内に限らず校外での生徒の
交通事故・違反、万引き、窃盗、喫煙、暴力・喧嘩、薬物乱用、水難事故、外泊、不純異性交遊、性
被害、部活動中の怪我等の非行や事故が心配されます。生徒の非行や事故について、その第１報が学
校や担任にもたされるとは限りません。そのため本校でもそのような場合に備えて、次のような連絡
マニュアルを作成しました。

緊急電話連絡先
学 校 TEL ２３－４１６４
校 長（永倉） TEL ＊＊＊
副 校 長（平） TEL ＊＊＊
生徒指導主事（渡会） TEL ＊＊＊

◎休業中におけるトラブル対応

負傷事故 非行行動 迷惑行為 犯罪被害 その他

交通事故 万引窃盗 溜まり場 恐喝被害 家 出
水難事故 薬物乱用 暴走行為 性的被害 非社会的
部活事故 暴力行為 飲酒喫煙 性的加害 問題行動

暴力被害

（通報者） 生徒・保護者・地域住民・警察等関係機関・店舗など

第１報を受けた者の対応

記録簿記入～～～在校教職員への連絡～～～管理職等連絡

在校職員への緊急連絡

情報収集・対応 《生徒指導部》 緊急連絡・指示

（事故発生場所・事実関係の確認等） （他教職員・必要に応じて生徒）

全校指導体制の確立

再度の情報確認・対応 《生徒指導部》 報告・連絡
●警察・消防
等関係機関

事故関係者宅 管 理 職 ●マスコミ
●全校生徒
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９．死 亡 事 故

事件発生受報 生徒名簿で確認する。

① 報 告 受報者は一刻も早く校長・副校長に報告する。校長・副校長は担任に連絡

する。

（受報職員、校長、担任）

② 弔 問 校長・副校長・担任で弔問に訪れる。

③ 臨時職員会議 校長は職員を招集し、臨時の職員会議を開く。

（全職員）

④ 関係諸機関への 校長が行う。会議によって判明した事実、考えられる原因等について、連絡

連 絡 できることは報告し、報道機関、および警察に対する窓口は校長（副校長）

に１本化する。

（校長）

⑤ 事 情 聴 取 警察の事情聴取に対しては事実をありのまま伝えなければならないが、予想

や憶測を述べると問題をこじらすおそれがあるので厳に慎む。

（校長・副校長・全職員）

⑥ 記 者 会 見 事故・事件によっては記者会見が行われる場合がある。この場合は事情聴取

と違い全てを答える必要はない。校長が職員会議で確認した方針に従い、内

（校長） 容や時間を限定して記者会見に臨む。一般職員は自分の意見をマスコミ等に

出さないこと。

⑦ 生徒保護者への 職員会議で検討した方法で速やかに行う。

連 絡

（校長、副校長、全職員）



- 43 -

新燃岳噴火災害にともなう安全対策マニュアル

本マニュアルは、平成２３年１月の新燃岳噴火を受け、「安全管理」「安全教育」「組織活動」の

視点から、小林高校の生徒の生命を守ることと安全を確保することを目的とする。

本校は新燃岳から約１３ｋｍの距離があるため、本校が直接火砕流や土石流に巻き込まれること

は想定していないが、避難勧告が出る可能性のある地域に住む生徒の安全や登下校中の生徒の安全

と、校内での空振・噴石による生徒への怪我等への対応を想定して作成したものである。

小林高等学校
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〔Ⅰ〕休校措置
近隣の地域で大災害が発生し、又は発生が予想される場合や校内での災害が生じた場

合には、校長の判断により、状況によっては休校措置をとるものとする。

(1) 生徒が家庭にいる場合

ア 校長は、緊急時の連絡網により、生徒の保護者に休校とすることについて連絡する。

イ 職員は生徒の掌握、家庭学習の指示等を行う。

(2) 生徒が学校にいる場合

校長は、直ちに授業を中止し、通学路の安全が確認され次第下校させる。また、必

要に応じて家族に引き渡す。

〔Ⅱ〕組織体制の整備

１ 学校災害対策本部組織の編制

校内に於いて空振・噴石・火山ガス等による突発的な災害が発生した場合、校長は、

災害対応組織を編制する。また、直ちに全職員があらかじめ定められた役割（係）にし

たがい、災害対応活動に従事することを指示する。

(1) 情報連絡係（副校長）

人的・物的被害その他の異常事態の報告を各係から受け、校長へ報告するとともに、

その指示を受けて、外部機関への連絡・通報や生徒・職員への指示を行う。

(2) 避難誘導係（野外活動中の職員）生徒への対応（担任）

・ あらかじめ校内における避難所の確認をしておき、体育館や校庭、公共施設等の避難

所への誘導に当たる。

・ 可能な限り通学路の安全確認を行い、状況を見て保護者への生徒の引き渡しを行う。

(3) 被害状況の確認・巡視係（副担任・事務部）

校舎の被害の確認を行い、異常事態の報告を情報連絡係にするとともに、ガスの元栓

閉止、水道等の元栓や理科室薬品保管庫等の点検・安全確保を行う。

(4) 救護係（保健部）

あらかじめ救急用品の確保をしておき、災害時には負傷者への救急処置を行う。重傷

者の移送等について救急車の手配を情報連絡係に依頼する。

２ 教職員の参集体制の整備

学校が災害を受けた場合、校長は、発生する災害の程度に応じた教職員の参集体制、連

絡体制を整備し、教職員へ周知する。整備に当たっては、緊急時教職員連絡簿を作成し、

出勤可能な教職員等の人員や参集方法などを把握する。

参集にあたっては、職員及び職員の家族等の身の安全に充分に留意する。

〔Ⅲ〕職員の確認・留意事項

１ 災害情報の収集

災害が発生又は発生の恐れがある場合、災害情報を迅速に収集し、該当する生徒の把握
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及び対応策を講じる。

２ 情報連絡体制の整備

保護者、医療機関、県及び関係市町村教育委員会、市町防災対策本部等との情報連絡体

制を整備し、発生した災害に応じた情報を的確に収集することに努め、保護者、教職員に

周知する。学校からの連絡体制や連絡方法をあらかじめ周知しておく。特に、避難措置が

発せられた地域に居住する生徒については、避難した場合など特に家庭での電話での連絡

ができないことが予想されるので、複数の連絡体制を整備するなどの工夫をしておく。

３ 通学路等の安全確認

学校においては可能な限り、登下校時の安全確認や通学路の状況確認、危険箇所の把握

を行うと共に、生徒、保護者に、非常時の行動については各家庭において十分話し合うよ

う指示し、安全確保を第一に対応するよう保護者に理解を求める。

４ 帰宅が困難な生徒の保護体制

帰宅が困難な生徒について、保護者に引き渡すまで、あるいは安全確保のできる場所へ

移動できるまでの間、保護体制を事前に整備する。

５ 通学が困難な生徒への配慮

居住地において災害が発生し、通学することが困難な生徒については、出席の取扱や学

習支援等について適切に配慮する。

６ 学校が避難所となる場合の措置

避難所の開設等に協力し、次のような措置をとる。

(1) 校長は、県教育委員会の指導のもと、市町防災対策本部と協議し、避難所の開設に協

力する。

(2) 校長は、教職員の支援協力体制を整える。

(3) 生徒が在宅している時は、いったん休校措置をとり、保護者と連絡をとるとともに、

あらかじめ定めた学習支援の方法に基づき自宅学習の指示をする。

(4) 生徒が在校中は、生徒の安全を確保して、帰宅させるとともに、受入準備をする。

〈具体的な対策〉
１ 登下校措置

(1) 登下校中の安全確保
必要に応じて、保護者の送迎等を依頼し、生徒の事故防止に努める。
また、降灰等による視界不良や路面が滑りやすくなることについて、各学級で指導し、そ

の対応について十分理解させる。
土石流による被害を防ぐために、災害マップ等により危険箇所を把握させるとともに、マ

ップで示されていない場所でも発生することが想定されるため、発生の危険性がある場合に
は、その場所を回避するなどの指導をしておく。万が一、遭遇した場合には、河川等から離
れ、高い場所（近くに建物があれば最上階）に避難するなどについて指導しておく。
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(2) 安全器具等の携帯
噴石等の危険が予測される地域内については、必要に応じて、ヘルメットや帽子等を携帯

させ着用させる。
(3) 大量の火山礫・火山灰が予想される地域の安全確保

関係機関（市町防災対策本部）等の情報を確認するとともに、気象庁等の今後の予想・警
報を鑑み、早期下校、学校待機、自宅待機、避難所への避難等も考慮する。

２ 教育活動

(1) 屋外活動における配慮
噴石落下、降灰、火山ガス等の吸引による被害が想定される場合は、屋外活動の休止等に

ついて考慮する。極力屋外での授業を自粛し、屋内でできる授業内容に切り替える（部活動
を含む）。

(2) 屋内活動における配慮
屋内においても火山灰等の影響が考えられる場合は、マスクを着用させる。空振による窓

ガラス飛散が予想される箇所は、ガラス保護テープ等により防護するなどの手立てや、カー
テンを引いたり、窓側から机を離す等の対策をとる。

３ 持病のある生徒、障がいのある生徒への配慮

(1) ぜんそく等の持病のある生徒への配慮
ぜんそく等の持病のある生徒については、保護者との連携に努め、学級担任の見守り等の

措置を講じるなど、安全確保に努める。
(2) 見守りの強化

学級担任及び養護教諭は、個人情報に留意しながら、持病のある生徒、障がいのある生徒
について、共通理解のための情報提供に努める。また、校内の巡視、生徒の見守りを強化す
る。なお、発作等の発症が確認された場合には、緊急対応計画にしたがい、生徒の生命確保
を最優先に対応する。

４ 校内の降灰処理対策
校内の降灰などの処理対策について、学校での対応ができない場合は、県教育委員会の指示

に従って対応する。

５ 安全教育の充実

災害時には、生徒自らが状況に応じた安全について適切な判断ができるようにする必要があ

る。

(1) 安全確保のための実践的な理解

災害の原因や発生時の影響等について理解を深めるとともに、学校所在地や住居地におけ

る災害マップ等を活用し、危険箇所及び避難できる場所等について十分理解させる。

(2) 危険予測、危険回避能力の育成

噴石や土石流発生などの状況に応じた危険予測の演習や視聴覚教材の活用などにより、登

下校中の安全確保について十分理解させるなど、安全に行動できる能力や態度を育成する。

(3) 健康管理について

健康管理について十分な理解をさせる。
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〔学校被災〕（爆発的噴火）

新燃岳大噴火で近隣の地域で大災害が発生した場合や大量の噴石で校内に被害が生じた場合

大噴火発生 生徒に窓際から離れ、身の安全を確保するよう指示し、野 全職員

外活動の時は直ちに活動を中止し屋根のあるところの避難する。

怪我の確認 噴石・空振による生徒の怪我がないか確認。怪我があれば 全職員

噴火の収まりを待って保健室へ搬入し副校長に報告する。

避 難 確 認 野外活動の時は逃げ遅れの生徒がいないか人数を確認する。 教科担任

また生徒の怪我の有無を調べる。

怪我が発生したら副校長に報告する。教頭は生徒の状況を校 副 校 長

長に報告し、保健部と共に対応する。

安全を確認したら教科担任が教室に誘導する。 保健部

被災状況確認 噴火による被害の状況を調べ、教頭に報告。安全の確認を 全職員

し、被害の状況及びその他の情報によって、早期下校等の判断 事務部

を校長が行う。 校長

周辺及び地域の被災状況を収集し、生徒には保護者との連絡

そ の 他 の 対 策 を取らせ、安否の確認を行う。 全 職 員

その後の処置について、職員会議で検討する。

下校時の安全指導を徹底する。

関係諸機関報告 被害の状況・生徒の安全確保に対する措置と現在の状況等に 校 長

ついて校長が連絡・報告を行う。




